
 

 

             
 

令和8年 2月１２日 

お客さま各位 

蒲郡信用金庫 

【注意】信用金庫の代表者を装うメールにご注意ください 

 

最近、経営者になりすまし、会社宛に不審なメールを送信する「ニセ社長詐欺」が急増しています。このような

メールは自社の代表者のみならず、信用金庫の代表者や取引先の社長を装うメールも発生しています。「当金

庫の役職員」や「信用金庫」、「信用金庫協会」等が差出人となっているメールには十分ご注意いただきますよう

お願いいたします。 

 

記 

 

１．「ニセ社長」詐欺の概要 

企業の経営者になりすまし、「ＳＮＳグループの作成案内」等のビジネスメールを送信し、巧妙に騙し、 

グループに犯罪者を招待させる手口で、最終的に犯罪者が指定した口座に資金を振込ませる詐欺 

 

＜特徴＞ 

・社長を名乗るメールにて、ＬＩＮＥ等のＳＮＳを活用した連絡手段へ案内する 

・ＳＮＳでの連絡を通じ、口座残高の確認や、指定口座への振込を要求する 

・自社の社長を装うものだけでなく、取引先の社長を装うケース 

 

2．不審メール等を受け取った場合 

・差出人名や件名で判断せず、メールアドレス等の確認をする 

・社長本人や取引先へメールについて確認をする 

・LINE などの外部 SNS への誘導指示には応じない 

・URL のクリックや添付ファイルのダウンロードはしない 

   

 「当金庫の役員や職員」、「信用金庫」、「信用金庫協会」を名乗るメールにて、突然ＳＮＳへ誘導するよ

うなメールを送信することは一切ございません。万が一、不審なメールを受信した場合にはお取引店へご連絡く

ださい。 

 

以上 


